
在宅医療連携拠点 
（療養支援診療所、病院、訪問看護ステーション、自治体、 
 医師会等） 

【背景】 

○ 国民の６０％以上が自宅での療養を望んでいる。 

○ 特に都市部において急速な高齢化が進展しており、死亡者数は、2040年にかけて今よりも約40万人増加。 

【在宅医療・介護における課題】 

○ 在宅医療を推進するには、関係する機関が連携し、医療と介護のサービスが包括的かつ継続的に提供されることが重要。し

かし、これまで、医療側から働きかけての連携の取り組みが十分に行われてきたとはいえない。 

【事業の概要】 

○ 在宅医療を提供する機関等を連携拠点として、多職種協働による在宅医療の支援体制を構築し、医療と介護が連携した地域
における包括的かつ継続的な在宅医療の提供を目指す。 

                      【24年度要求額 ：１８０４百万円 】 

平成２３年度   １０カ所 
平成２４年度 １０５カ所 

２４時間連携体制、チーム医療提供 

 連携拠点に配置されたケアマネジャーの資格を
持つ看護師等と医療ソーシャルワーカーが地域
の医療・介護を横断的にサポートすることで、病
気をもちながらも住み慣れた地域で自分らしく過
ごすことが可能となる。 
【具体的な活動】 
・地域の医療・介護関係者による協議の開催 
・医療・介護関係機関の連携促進 
・在宅医療に関する人材育成や普及啓発 

情報共有・連携 

情報共有・連携 

情報共有・連携 
地域の診療所（有床・無床）、薬局、 

訪問看護ステーション、等 

退院支援のサポート 

地域包括支援センター 

複合型サービス 
事業所等 

 
 

 
 

医療と介護の協働 

保健所 

情報共有・連携 

人材の育成・普及啓発 

病院（急性期、亜急性期、回復期） 

看護、介護サービス 
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在宅医療連携拠点事業（平成24年度まで） 



まとめ 

 平成２３年度の１０ヶ所、平成２４年度は１０５ヶ所の地域において、都道府県、市町村、医師会、在宅療
養支援診療所（病院）、訪問看護ステーション等が連携拠点となり、在宅医療において、医療側から介
護への連携を図る取り組みを実施。 

 各拠点においては、平成２３年度の在宅医療連携拠点事業で得られた知見を活かし市町村と地域医師
会が連携を図りつつ取組みが進められた。 

 拠点事業の効果としては、在宅医療提供機関間のネットワークの構築により在宅医療提供機関数が増
加するとともに、重症例への対応機能の強化につながり、在宅医療の充実と在宅医療を含めた地域包
括ケアシステムの構築に寄与したと考えられる。 

 また、顔の見える関係性が構築されたことで介護関係者側にとっては医療関係者へのアプローチが容
易になり、医療者側の介護への理解も深まった。さらに研修会等で介護関係者の医療分野の知識の充
実が図られる等を通じてケアマネジメントの質が向上していると考えられる。 

 地域包括ケアシステムの実現のためには、地域において面的に在宅医療・介護連携を展開していくこと
が不可欠であるが、その推進体制としては地域全体を見渡せ、中立的な立場で関係者間の調整を行う
ことができる市町村が中心となり、医療側から他職種も含めて地域全体に働きかけやすい医師会等の
理解と協力を得て取り組むことが重要であることが改めて確認された。またその前提として都道府県レ
ベルでの関係団体等への働きかけや調整など、都道府県が市町村を支援する体制を整えることも重要
である。 
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平成24年度在宅医療連携拠点事業 

参考）平成24 年度在宅医療連携拠点事業総括報告書 
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/zaitaku/seika/dl/h24soukatsu.pdf 



 
○ 平成２５年度からの医療計画には、新たに「在宅医療について達成すべき目標、医療連携体制」等を盛り込む 

      こととし、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」などを含めた連携体制を位置づけ。 

        医療計画に基づく体制の構築に必要となる事業費等に対応するため、平成２４年度補正予算において、地域  

    医療再生基金を積み増し。 
 
○ 国においては、平成２３年度及び２４年度に実施した「在宅医療連携拠点事業」で得られた成果を随時、情報 

   提供する予定。 

   各都道府県におかれては、これらの知見を参考に、在宅医療・介護提供体制の確保のため、市町村や地域医  

   師会等の関係者と連携した取組を実施して頂きたい。 
 

                      【24年度要求額 ：１８０４百万円 】 
介護と連携した在宅医療の体制整備＜在宅医療推進事業＞ 

２４年度補正予算 地域医療再生交付金の拡充 ５００億円の内数 
 

 【在宅医療推進事業の例】 
 
 地域全体の在宅医療を推進するに当たり、特に重点的に対応が必要な地域での取組の実施。 

 事業実施に当たっては市町村が主体となって、地域医師会等と連携しながら在宅医療の提供体制構築に向けた取組を支援。 

 具体的には、以下のような取り組みを通して、地域の在宅医療・介護関係者の顔の見える関係の構築と、医療側から介護へ

の 連携を働きかける体制作りに取り組むことが考えられる。 

            ① 地域の医療・福祉資源の把握及び活用 

            ② 会議の開催（会議への医療関係者の参加の仲介を含む。） 

            ③ 研修の実施  

            ④ ２４時間３６５日の在宅医療・介護提供体制の構築 

            ⑤ 地域包括支援センター・ケアマネを対象にした支援の実施 

            ⑥ 効率的な情報共有のための取組（地域連携パスの作成の取組、地域の在宅医療・介護関係者の連絡様式・方法の統

一など） 

            ⑦ 地域住民への普及・啓発 
21 



22 

在宅医療・介護に関する予算事業 
１ 在宅医療・介護を担う人材の育成 

○ 多職種協働による在宅チーム医療を担う人材育成事業 
○ 歯の健康力推進歯科医師等要請講習会 
○ 訪問看護推進事業 
○ 介護人材確保等のための各種事業（多様な人材の参入促進、人材育成による介護職員の資質の向上と定着促進、処遇の改善と魅力ある職場づくり） 
○ 居宅介護従事者等養成研修事業 

２ 在宅医療・介護の実施拠点の整備 
○ 在宅歯科診療設備整備事業 
○ 在宅医療拠点薬局整備事業 
○ 訪問看護支援事業 
○ 栄養ケア活動支援整備事業 
○ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護・小規模多機能型居宅介護の推進 

○ 複合型サービスの推進 
 

３ 在宅医療・介護の連携推進 
○ 介護と連携した在宅医療の体制整備（地域医療再生臨時特例交付金の拡充） 
○ 地域ケア会議活用推進等事業 
○ 在宅歯科診療連携室整備事業 
○ 薬物療法提供体制強化事業 

４ 個別の疾患等に着目したサービスの充実・支援 
 
 （１） サービスの充実・支援に向けた取組  
   ○ 国立高度専門医療研究センター（５ヵ所）を中心とした在宅医療推進のための研究事業 
   ○ 在宅医療推進のための医療機器承認促進事業 
   ○ チーム医療・在宅医療推進のための看護業務の安全性等検証事業 
 （２） 個別の疾患等に対応した取組  
   ○ 小児等在宅医療連携拠点事業 
   ○ 難病患者の在宅医療・在宅介護の充実・強化事業 
   ○ ＨＩＶ感染者・エイズ患者の在宅医療・介護環境整備事業 
   ○ 在宅緩和ケア地域連携事業・緩和ケア推進事業 
   ○ 在宅での医療用麻薬使用推進モデル事業 
   ○ 在宅介護者への歯科口腔保健推進設備整備事業 
   ○ 認知症対策等総合支援事業    


